
 

３５日前 

当日 

受講後 

２週間以内 

「認知症サポーター養成講座開催計画表」を事務局が入力、送信

ができるよう通常１か月（３０日前）であるところを、３５日前まで

に計画表を提出する。 

オンラインによる「認知症サポーター養成講座」開催の流れ 

緊急事態宣言は解除されましたが、ワクチンや特効薬が開発される日までは非常事態が続い

ていることには変わりがなく、従来通りの対面式での講座開催につきましては常に感染リスク

が高いため、全国キャラバン・メイト連絡協議会が当分の間、「認知症サポーター養成講座」の

オンラインによる開催を可能としました。（新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じて期間

は変更する場合があります） 

※ 講座の内容は標準教材、大阪市版テキストのいずれかを使用し、「認知症の基礎知識、早

期診断・治療の重要性、権利擁護等」について６０分講義を行い、「認知症の人への対応、家族

の支援、  サポーターとしてできること等」について３０分講義又は演習を行ってください。 

キャラバン・メイトと受講者が随時対話でき、かつキャラバン・メ

イトが画面を通して受講者の状況を把握しながら、標準教材、大

阪市版テキストの内容に沿って講座を行う。キャンペーンＤＶＤ

「認知症サポーターキャラバン」を必ず視聴する。 

キャラバン・メイトは、受講者が講座開始から終了まで参加してい

たことを確認し、認知症サポーターカードを交付する。 

「認知症サポーター養成講座実施報告書」とアンケートを大阪市

キャラバン・メイト事務局へ提出する。 

※余った認知症サポーターカードは必ずご返却ください。 

※ オンライン講座のシステムに受講者全員がログインするのに

要する時間は講座の時間とは別に設ける。 

 【標準テキスト使用の場合】標準教材を

事務局が発注し、代金は全国キャラバン

より請求書が届くので、直接支払う。 

※ 教材費、送料につきましては、事前に

お問い合わせください。認知症サポータ

ーカードは事務局より発送します。送料

不要。 

→ 当日までに受講者に配布。 

 

【大阪市版テキスト使

用の場合】テキストと

認知症サポーターカー

ドを事務局より発送。

テキスト代、送料無

料。→ 当日までに受

講者に配布。 

 


